
子ども医療費及びひとり親家庭等医療費の助成拡大について 

（事務事業：子ども医療費給付事業・ひとり親家庭等医療費給付事業） 

 

１ 助成拡大経緯 

平成 20年４月 就学前児童の通院費用及び小学生の入院費用を全額助成 

平成 26年４月 非課税世帯の小学生の通院費用を全額助成 

平成 28年４月 中学生の入院及び非課税世帯の中学生の通院費用を全額助成 

平成 31年４月 所得制限を撤廃し、小・中学生の入院・通院費用を全額助成 

  令和５年４月  高校生（18歳）まで助成拡大予定 

 

 

２ 助成概要 

令和５年度からの医療費について、高校生（18歳）までの通院・入院ともに全

額助成を行います。 

（１）対象児童数（拡大のみ） 

   子ども医療対象高校生（16～18歳） ：547人 

ひとり親医療対象高校生（16～18歳）： 81人 

   ※R3子ども医療対象児童：2,307人、ひとり親対象児童：283人 

    

（２）事業費見込額（拡大のみ） 

子ども医療費分   ：12,000千円程度 

ひとり親医療費分  ：  500千円程度 

   ※R3子ども医療費実績：59,074千円、ひとり親医療費実績：5,630千円 

 

 

３ 今後のスケジュール 

  令和５年２月２日  厚生文教常任委員会説明 

令和５年２月上旬  対象児童保護者へ申請案内通知及び申請受付開始 

令和５年２月 10日 ２月号広報誌に助成拡大及び申請案内について掲載 

  令和５年３月１日  初日議会において令和５年度当初予算提案及び関連条例 

改正の提案、並びに、助成拡大に要する事務経費について

令和４年度補正予算提案 

  令和５年３月中旬  受給者証印刷及び未申請者へ案内等 

  令和５年３月下旬  受給者証発送 

  令和５年４月１日  高校生（18歳）までの医療費助成拡大開始 

 

  

４ 担当 

   子育て支援課児童係 

資料４ 


